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平成３１年度  

 小浜市放課後児童クラブ (通年会員)  

のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この案内をよくお読みの上、お申し込みください。 

〇本冊子の内容は平成 30 年 8 月 7 日現在のものです。 

一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承くださ

い。 

 

〇昨年度から変更している事項もありますので、継続して

利用申請される方についても必ずご一読ください。 
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☆  児童クラブとは ☆ ————————————— 
  

保護者が就労や病気などで昼間家庭にいない小学生の子ども達をあずかり、遊びや生活 

の場を提供するものです。子ども達の健全な育成を図るため、次のような活動を行っていま 

す。 
(１) 児童の健康管理・安全確保・情緒の安定 

(２) 遊びの活動への意欲と態度の形成 

(３) 遊びを通しての自主性・社会性・創造性の向上 

(４) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

※宿題の時間は取っていますが塾やスポーツクラブのような指導はありません。 
 

 

☆ 対象児童 ☆ ———————————————— 
平成 31 年度に小学校に通学予定で、以下の要件を満たす児童 
 

○同居する大人が次のいずれかの要件を満たし下校後児童の保育ができないご家庭の児童  

・ 就労している（自営業・農家を含む）  

・ 就職するために学校（職業訓練校等）に通学している  

・ 病気や心身の障がい、介護等その他の事由により児童の保育ができない 等 

※ 入会中に育児休暇等で仕事を休まれるときは、一度退会していただき、復帰されるとき 

に再入会の手続きをしていただきます。  

 

☆ 保護者の方へのお願い ☆ —————————— 

（１）児童クラブの入会について、お子様とよく話をしてください。  
     とくに高学年のお子様は、成長に伴い活動や興味の範囲が広がっていきます。放課後の過ごし方につい

て、ご家族でよく話をしてください。  
 

 

（２）ご家庭での時間・お友達と遊ぶ時間を作ってください。  
     児童クラブは、ご家族がやむを得ず、児童との時間がもてない（保育できない）間の支援です。ご家庭で

保育できる状態にあるときは、開設時間内であってもお迎えに来ていただき、ご家庭等で過ごす時間を

持ってください。  
 

（３）開設時間内の送迎にご協力ください。  
     開設時間外はお子様をお預かりできません。長期休暇中も同様です。  

 

（４）児童クラブの円滑な運営にご協力ください。  
   ・お子様が児童クラブの活動中に病気や怪我をした場合はご連絡しますので、速やかにお迎えにきてくだ

さい。  

    ・他のお子様に感染の可能性のある病気であると見込まれる場合は、児童クラブの利用をご遠慮くださ

い。  
 

周りに協力者がいない、どうしても児童クラブが必要な方が入会できるためにも、近隣の親族

等に養育をお願いできる方につきましては、ご配慮いただきますようお願いします。  
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☆ 申込方法 ☆ ———————————————— 
  

下記の必要書類を小浜市役所１階子ども未来課に提出してください。 

     
①『小浜市放課後児童クラブ加入申請書』 （児童 1 名につき 1 枚） 
※持病・通院などについて、お子様を安全にお預かりするため、必ずご記入ください。 

 

②申し込み児童の親の勤務証明書類 （兄弟で兼用可能） 

   (１)就労している方 『勤務証明書』 

（２）自営業の方 『放課後児童クラブ入会申告書』 
※ 確定申告書の写しが、別途必要となります。 

（３）その他（病気、障がい、介護など） 『放課後児童クラブ入会申告書』 

※ 医師の診断書、障害者手帳、介護が必要な方の診断書等を添付してください。    
 

 
①、②の書類は小浜市子ども未来課窓口に置いてありますので、ご自由にお取りください。 

また、小浜市のホームページでもダウンロード可能です。 

 
 

☆ 申込期間 ☆ ———————————————— 

９月３日(月)～９月２８日(金)  

 
 ☆開設場所 ☆ ———————————————— 

  

クラブ名 ＴＥＬ 開設場所 学校区 

小浜児童クラブ ５２－２５０５ 
はましんわくわくステーション 

（小浜白鬚） 
小浜 

雲浜児童クラブ ５３－１９７３ 雲浜小学校 雲浜 

西津児童クラブ ５２－７５７０ 西津小学校 西津 

今富児童クラブ 080-8999-6694 旧・今富公民館 今富 

内外海児童クラブ ５３－０６０６ 内外海小学校 内外海 

口名田児童クラブ ５８―０５８０ 口名田小学校 口名田 

小浜美郷児童クラブ （未定） 
小浜美郷小学校  

敷地内専用施設 
小浜美郷 
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☆ 開設時間 ☆ ————————————————— 
 時 間 備 考 

授業日 下校時間～午後 6 時まで 
学校行事などで下校時間が早い場合は、その時

間に合わせて開設します。 

長期休暇期間 

午前 8 時～午後 6 時まで 

学校行事で授業が振替休日になった場合や、夏

休みなどの長期休暇の際は、朝から開設しま

す。 

振替休日 

国民の祝日 

時間外開設 
午後 6 時～6 時３０分 

午前７時３０分～８時 

事前にご連絡いただくことで、次の時間外利用

に対応します。 

(時間外料金が生じます) 

備考 

月～金曜日の間にある国民の祝日（５月３～６日以外）は、次の２ヶ所で

集中して開設します。 

・小浜児童クラブ(小浜･雲浜･小浜美郷児童クラブ対象) 

・今富児童クラブ(内外海･西津･今富･口名田児童クラブ対象) 
 

 

☆ 閉所日 ☆ ————————————————— 
  

 休みとなるとき 備 考 

１ 土、日曜日 ※以下の２～６を除いた月～金曜日に開設 

２ ゴールデンウィーク ５月３～６日 

３ お盆 ８月１３日～１５日 

４ 年末年始 １２月３０日～翌年１月３日 

５ 休校の場合 自然災害や集団風邪流行などによる休校・学校閉鎖時 

６ 特に市長が認めるとき 子どもの安全が集団生活の中では確保出来ないとき等 
 

 

☆ 保育料 ☆ ————————————————— 
 

毎月２５日の口座振替または、各クラブからお渡しする保育料納入袋で納め頂きます。 

（平成３１年度から、原則、口座振替のみとさせて頂きます。） 

※保育料を２カ月以上滞納されると退会して頂く場合があります。 
 

 区分 保育料 備考 

保育料 
通常 ８，０００円／月 入会月･退会月のみ日

割り計算します。 ひとり親世帯 ５，５００円／月 

時間外利用 

１８時～１８時３０分まで 

１００円／回 

時 間 外 利 用 に な る 場

合、事前に各クラブにご

連絡ください。 
朝から開設時 

午前７時３０分～８時 

休会など 

月単位でクラブを休まれた場合、年間１回のみ休会扱いとなり、その月の保育料

は免除になります。特別な事情がない限り、入会月・退会月以外保育料の日

割り計算は致しません。 
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☆ 児童クラブでの過ごし方 ☆ ————————— 
 

  学校がある日の児童クラブでの生活の流れは次のようになります。 

 (１) 順次学校から児童クラブ室へ下校 「ただいま」「おかえり」 

(２) 着替え・宿題後自由遊び (宿題については、子ども達の自主性に任せています) 

(３) 片付け・掃除 

(４) 16 時頃、おやつ(その日の下校時間などによって前後します) 

(５) 集団遊び、または自由遊び 

(６) 片付け・18 時までにお迎え 

※18 時以降は延長料金を頂きます。また、遅くとも 18 時 30 分までに迎えに来て 

ください。 

 
 

☆ 申し込み後の流れ ☆ ———————————— 
    

（１）９月２８日締め切り後、加入申請書などによる書類審査を行い、定員を超えたと 

きなど加入が確定しない場合、対象となる保護者に個別に連絡します。 

     (2) 加入決定通知書を１月下旬に郵送します。（予定） 

     (3) 新入学のお子さんは４月１日から児童クラブを利用できます。 

・ただし朝８時前から利用される場合は、必ず事前にご連絡ください。 

・４月１日から利用されない場合は、何日から利用されるか各クラブまで必ずご連 

絡ください。 
  

 

☆ 問い合わせ ☆ ——————————————— 
 

 

申請書は子ども未来課に取りに来ていただくか、小浜市のホームペー

ジ（子育て支援サイト）よりダウンロードください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

● 小浜市子ども未来課 少子化対策・母子福祉グループ  

TEL ６４－６０１３(直通) ● 

 小浜市子育て支援情報サイト 

アクセスはこちらから 

   


